
 
 
 
 

 
 

月 内  容 提 出 書 類 備  考  期 限（Ｒ5） 

毎

月 

前月分の源泉所得税額の納付  管轄税務署 毎月１０日 

前月分の住民税 特別徴収税額

の納付 

 各市区町村 毎月１０日 

社会保険料の納付  管轄年金事務所 毎月末 

１

月 

年末調整の事務処理 「源泉徴収票等の法定調書

合計表」、提出対象者の「源泉

徴収票（税務署提出用）」 

該当する各支払調書を記入・添

付し税務署へ提出 

1月3１日（火） 

「給与支払報告書（個人別明

細書）」 

１月１日現在の住所地（現住所）

の市区町村へ提出 

1月3１日（火） 

労働保険料納付（第3期：12

月1日～3月31日） 

  納期限月 1 月 3１日

（火） 

３

月 

退職者 「給与所得者異動届出書」

（住民税納付先市区町村へ） 

住民税は一括徴収 

「源泉徴収票」の発行 

異動届出書、翌月１０

日まで 

４

月 

新入社員の入社 

 

「扶養控除等（異動）申告書」

を預かる（本人記載） 

提出期限 

雇用保険：入社日の翌

月１０日まで 

社会保険：入社日より

５日以内 

給与額改定（昇・降給） 

 

 

昇給後３ヵ月間の給与額に

より「健康・厚年保険 被保険

者報酬月額変更届」 

 

６

月 
住民税の特別徴収税額の改定  本人へ通知書（納税義務者用）

を配布 

 

７

月 

労働保険料の算定・申告及び納

付 

 

「労働保険 概算・確定保険

料申告書」 

 

前年度の確定保険料と今年度の

概算保険料を算定し、申告 → 

金融機関にて納付 

納期限７月１0日（月） 

（全期、第１期：4月１

日～7月31日） 

健康保険・厚生年金保険料の見

直し（定時決定） 

「健康・厚年保険 被保険者

報酬月額算定基礎届」 又は 

「被保険者報酬月額変更届」 

４月～６月の各給与額（通勤手

当を含む）を基に、９月以降の

標準報酬月額を改定 

提出期限 

７月１0日（月） 

夏季賞与 賞与支払届 不支給の場合は「賞与不支給報

告書」(70歳以上被用者同様) 

支給日より５日以内 

９

月 

定時決定で改定した保険料等

級へ変更 

厚生年金保険料率の改定 

 １０月支給の給与分より改定  

10

月 
労働保険料納付（第２期：8月

1日～11月30日） 

  納期限１0 月 3１日

（火） 

11

月 
健康保険 被扶養者認定状況

の確認（検認） 

「健康保険被扶養者状況リ

スト」 

リストに確認結果チェックを記

入。扶養解除対象者がいる場合

のみ「被扶養者調書兼異動届」

に保険証を添付のうえ提出 

11 月 30 日（令和 4

年度の全国健康保険協

会の場合） 

12

月 
冬季賞与 夏季賞与に同じ 年末調整処理後、源泉徴収票（受

給者交付用）を本人へ交付 

夏季賞与に同じ 

年末調整  

※令和4年11月現在の法令に基づいた予定です。 
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